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一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

の 制 定 に つ い て  

 

 

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の

と お り 制 定 す る 。  
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伊 丹 市 長  中  田   慎  也     

 

 

 

 

理  由  

 国 家 公 務 員 及 び 近 隣 他 都 市 の 公 務 員 の 給 与 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し

て ， 一 般 職 の 職 員 の 駐 車 場 の 利 用 に 対 す る 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 要 件

等 を 定 め る ほ か ， 所 要 の 規 定 整 備 を 行 う た め 。  

 

議50



一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 令 和 ８ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ２ 年 条 例 第 ４ ３ ８ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ ３ 条 の ３ 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 以 下 こ の 号 及 び 次 項 」 を 「 第 ４ 項 」  

に 改 め ， 同 条 中 第 ７ 項 を 第 ８ 項 と し ， 同 条 第 ６ 項 中 「 自 動 車 等 」 の

右 に 「 及 び 駐 車 場 等 」 を 加 え ， 同 項 を 同 条 第 ７ 項 と し ， 同 条 中 第 ５

項 を 第 ６ 項 と し ， 同 条 第 ４ 項 中 「 月 」 の 右 に 「 （ 当 該 月 に 通 勤 手 当

を 支 給 す る こ と が 困 難 な 場 合 と し て 規 則 で 定 め る 場 合 に あ つ て は 、  

そ の 翌 月 ） 」 を 加 え ， 同 項 を 同 条 第 ５ 項 と し ， 同 条 第 ３ 項 中 「 及 び 」  

を 「 、 」 に 改 め ， 「 定 め る 額 」 の 右 に 「 及 び 前 項 第 １ 号 に 定 め る 額 」  

を 加 え ， 「 前 項 」 を 「 前 ２ 項 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 ４ 項 と し ， 同

条 第 ２ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  第 １ 項 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 に 掲 げ る 職 員 で 、 自 動 車 等 の 駐 車 の た

め の 施 設 （ そ の 所 在 地 及 び 利 用 形 態 が 規 則 で 定 め る 要 件 を 満 た す

も の に 限 る 。 第 １ 号 及 び 第 ７ 項 に お い て 「 駐 車 場 等 」 と い う 。 ）

を 利 用 し 、 そ の 料 金 を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る も の （ 規 則 で 定  

め る 職 員 を 除 く 。 ） の 通 勤 手 当 の 額 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、  

次 の 各 号 に 掲 げ る 通 勤 手 当 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と

す る 。  

⑴  駐 車 場 等 に 係 る 通 勤 手 当  支 給 単 位 期 間 に つ き 、 ５ ， ０ ０ ０

円 を 超 え な い 範 囲 内 で １ 箇 月 当 た り の 駐 車 場 等 の 料 金 に 相 当 す

る 額 及 び 通 勤 回 数 を 考 慮 し て 規 則 で 定 め る 額  

⑵  前 号 に 掲 げ る 通 勤 手 当 以 外 の 通 勤 手 当  前 項 の 規 定 に よ る 額  

付  則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 条 例 は ， 令 和 ８ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， こ の 条 例 に よ る 改

正 後 の 第 １ ３ 条 の ３ の 規 定 は ， 同 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

（ 通 勤 手 当 の 内 払 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 第 １ ３ 条 の ３ の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に

議50-2



お い て は ， こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 第 １ ３ 条 の ３ の 規 定 に 基 づ い

て 支 給 さ れ た 通 勤 手 当 は ， こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 第 １ ３ 条 の ３

の 規 定 に よ る 通 勤 手 当 の 内 払 と み な す 。  

（ 伊 丹 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一

部 改 正 ）  

３  伊 丹 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 平

成 ３ １ 年 伊 丹 市 条 例 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ３ ０ 条 第 ２ 項 中 「 第 ７ 項 」 を 「 第 ８ 項 」 に 改 め る 。  
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